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 第１章 計画策定の趣旨             

１ 計画見直しの目的  

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに物質的豊かさといった

大きな恩恵をもたらしましたが、その一方で、限りある天然資源◇の枯渇問題、生態系

の破壊、地球温暖化、最終処分場◇のひっ迫化など多岐にわたる地球環境問題を引き起

こしています。このような社会情勢に対処するため、国においては、循環型社会◇の形

成を目指して、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとして、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）」の改正や「容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」、「特定家庭用機器再商品化

法（家電リサイクル法）」といった各種リサイクル法◇の整備を進めました。 

朝霞市（以下、「本市」という。）においても、市内に最終処分場を有さず、民間施設

に依存していることを踏まえ、廃棄物の処理は大きな課題の一つとして捉え、最終処分

量の削減を基本施策として、平成 26（2014）年３月に平成 35（2023）年度までを計画期

間とする第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画（以下、「第５次計画」という。）を策定

し、この計画に基づいて、循環型社会の形成に向けた各種施策を実施・拡充しています。 

現在、計画策定から５年が経過しており、この間に、排出抑制計画、資源化計画を基

本施策として取組を推進した結果、ごみ排出量は平成 24（2012）年度（第５次計画にお

ける基準年度）の 38,804ｔから平成 29（2017）年度は 37,620ｔと約 3％減少し、第５次

計画の平成 29（2017）年度における目標値 38,336ｔを下回り、平成 30（2018）年度の

目標値を既に達成しています。 

しかしながら、平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度の推移を見ると、家庭ご

みは減少が鈍化しており、事業ごみ◇は増加傾向になっております。これまでの成果に

留まらずさらに対策を強化し、ごみ排出量を削減していく必要があります。 

リサイクル率◇は平成 24（2012）年度に 28.9％、平成 29（2017）年度は 27.3％と減

少しており、第５次計画の平成 29（2017）年度の目標値 30.9％を達成していません。 

インターネットの普及に伴う紙媒体の減少、店頭回収の活用、容器包装類の軽量化な

どにより資源物の排出量が減少しており、集団資源回収に関しても減少傾向となってい

ます。 

平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災により、東北地方を中心に甚大な被害

が発生しました。被災地などで発生した災害廃棄物は、自区内の既存の処理施設だけで

は処理が困難で、全国的に処理が可能な自治体に処理を依頼したり、民間の処理・処分

施設に委託したり、仮設の処理施設で処理を行っています。本市では大きな被害はあり

ませんでしたが、教訓を活かしながら災害発生時のごみ処理体制を構築しておくことが

課題となっています。 

平成 25（2013）年４月には「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小

型家電リサイクル法）」が施行され、本市においても小型家電製品のリサイクルを開始し

ましたが、より効果的な運用を検討する必要があります。 

また、クリーンセンターのごみ焼却処理施設は、平成６（1994）年 12 月に竣工し、定

期的な整備補修による予防保全と基幹的設備改良事業による施設の延命化を平成 26

              



 

3 

（2014）年度に完了しておりますが、今後は施設の更新に備え、和光市とごみ処理広域

化の検討を進めます。 

こうした状況の中、市民の生活意識や産業活動の変化及び自然災害などに的確に対応

して廃棄物行政を進めて行くために、計画の見直しが必要となっています。 

生活排水については、下水道、合併処理浄化槽◇の整備・普及を図り、生活排水処理

率は 98.6％となっています。また、収集したし尿及び浄化槽汚泥については、朝霞地区

一部事務組合◇（朝霞市・志木市・和光市・新座市）のし尿処理場で、広域的に適正処

理を行っています。公共用水域の水質保全を図るため、し尿汲み取り便槽や単独処理浄

化槽◇を利用している家庭に対する生活雑排水の適正処理を推進する必要があります。 

また、全国各地で台風や豪雨による風水害が報告されており、地震による被災と併せ

て対策を検討しておく必要があります。 

こうした情勢の変化を捉え、第５次計画の中間見直しを行うものです。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画の位置付けは、次のとおりです。［図 1-1-1］ 

 

 
 

図 1-1-1：本計画の位置付け 

【朝霞市の関連計画】 

環境基本計画◇ 

地球温暖化実行計画 

し尿処理施設生活排水処理基本計画 

地域防災計画 など 

〔 国 ・ 県 ・ 市 の 関 連 法 令 等 〕 
・循環型社会形成推進基本法 
・資源の有効な利用の促進に関する法律 
・地球温暖化対策推進法 
・埼玉県環境基本条例 
・朝霞市廃棄物の減量及び 

適正処理等に関する条例 など 

 

 

第 ５ 次 朝 霞 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 
 

【市民一人ひとりが自然に気を配り、環境に負担をかけないまち 朝霞】 
〔 第 2 編 ご   み   処   理   〕 
〔 第 3 編 生 活 排 水 処 理 〕 

【 実 施 計 画 】 
一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 
〔 ご み 処 理 実 施 計 画 〕 
〔生 活排 水処 理実 施計 画〕 
〔 分 別 収 集 計 画 ◇ 〕 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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霞 
 

市 
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画 

  

〔 国 ・ 県 の 関 連 計 画 等 〕  

・廃棄物処理法基本方針     ・埼玉県廃棄物処理計画 

・循環型社会形成推進基本計画  ・埼玉県分別収集促進計画 

・ごみ処理基本計画策定指針   ・埼玉県生活排水処理施設整備構想 

・生活排水処理基本計画の策定に  など 

当たっての指針 など 
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３ 計画の対象区域 

計画の対象区域は、本市全域とします。 

４ 計画の対象廃棄物 

本計画において対象とする廃棄物は、生活排水を含む「一般廃棄物◇」です。 

廃棄物の区分を次に示します。廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに区

分されます。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。産業廃棄物は、

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律その他政令で定められている 20 種類のもの

と、輸入された廃棄物のことをいいます。［図 1-1-2］ 

 
※１：爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃

棄物（ＰＣＢ使用部品、ばいじん、ダイオキシン類含有物、感染性一般廃棄物） 
※２：燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さ

い、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん
尿、動物の死体、汚泥のコンクリート固形化物など産業廃棄物を処分するために処理したもの 

※３：爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃
棄物（有害物質を含む廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物など） 

図 1-1-2：対象とする廃棄物 

５ 計画目標年度 

本計画は、平成 26（2014）年度を初年度とし、10 年後の平成 35（2023）年度までを

計画期間とします。平成 30（2018）年度となり、計画策定から 5 年が経過したことから、

中間の見直しを行うものです。 

一般廃棄物処理基本計画は、おおむね５年ごとに改定するとともに、計画策定の前提

となっている諸条件に大きな変動があった場合には、本計画で掲げた数値目標や重点施

策などについての達成度や各々の取組の進捗状況を踏まえ見直しを行います。 

また、計画を推進していくため、適宜各々の状況を把握するとともに、その効果など

についても定期的に検証し、必要に応じ新たな対応を講じていくものとします。［図

1-1-3］ 

 

 

図 1-1-3：計画目標年度 
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ごみ 

生活排水（し尿等） 

生活ごみ 

事業ごみ 

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、

粗大ごみ 

特別管理一般廃棄物※１ 

本計画の対象範囲 

事業活動に伴い発生した廃棄

物で、産業廃棄物以外のもの 

廃棄物 

産業廃棄物 

事業者の処理責任 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定めら

れた 20 種類※２ 

特別管理産業廃棄物※３ 

（見直し） 

平成 26 年度 

初年度 

平成 30 年度 

計画目標年度 

平成 35 年度 
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第２章 朝霞市の概要 

１ 地理的・地形的特性 

 

本市は県庁所在地であるさいたま市から約９ｋｍ、東京都心から約２０ｋｍの距離に

あり、市の南部が東京都練馬区と接する埼玉県西部に位置しています。 

本市の地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を

残しています。また、荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目

川が流れるなど、変化に富んだ地形となっています。 

交通の面では、本市の南部を国道２５４号（川越街道）、東部の市境を外かく環状線が

通り、高速道路に容易にアクセスすることができます。また、北西から南東の方向には

都心と直結する東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線（東急東横線、みなとみら

い線と相互乗入）、南西から北東の方向にはさいたま市など県央地域と結ぶ JR 武蔵野線

が走り、都心交通の重要な結節点となっています。［図 1-2-1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1：地域概況図 

              

出典：朝霞市都市計画マスタープラン 
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２ 人口・世帯の推移 

人口は、増加傾向を示しており、平成 20（2008）年度に 128,379 人でしたが、平成 29

（2017）年度には 138,442 人となり 10,063 人（約 8％）増加しています。 

世帯数は、平成 20（2008）年度に 57,159 世帯でしたが平成 29（2017）年度には 63,967

世帯となり 6,176 世帯（約 11％）増加しています。 

年齢別人口では 65 歳以上が増加傾向にあるものの、平成 29（2017）年度においては

男女とも 40 歳から 44 歳が最も多くなっています。［図 1-2-2］、［図 1-2-3］、［図 1-2-4］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：平成 29 年度版統計あさか （各年度１月１日） 

図 1-2-2：人口・世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 29 年度版統計あさか （各年度１月１日）  

図 1-2-3：年齢別人口構成比（3 区分）の推移 
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出典：平成 29年度版統計あさか （平成 30 年１月１日現在）  

図 1-2-4：人口ピラミッド 

 

３ 産業別就業人口の推移 

産業別就業人口は、減少傾向を示しており、平成 17（2005）年度の 61,482 人に対し

平成 27（2015）年度には 60,064 人となり 1,418 人（約２％）減少しています。産業分

類別にみると第１次産業が約 14％減少、第２次産業が約 21％と大幅に減少の一方、第３

次産業は約４％増加しています。［図 1-2-5］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 21、29 年度版統計あさか （各年度 10 月 1 日現在） 

 
 

図 1-2-5：産業別就業人口の推移 
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事業所数は平成 16（2004）年度に 3,437 事業所でしたが、平成 21（2009）年度に 4,000

事業所に増加した後、減少に転じ、平成 24（2012）年度には 3,558 事業所に増加しまし

た。平成 26（2014）年度には再び 3,727 事業所に増加（平成 16（2004）年度に対して約

8％増）しています。［図 1-2-6］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 24 年度及び平成 28 年度版統計あさか （平成 16 年度は 7月 1日、 

平成 18年度は 10月 1日、平成 21 年度は 7月 1日、平成 24 年度は 2月 1日、 
平成 26年度は 7月 1 日現在いずれも民間事業所数を示し、公務を除く） 

図 1-2-6：事業所数の推移 

 

４ 土地利用の推移 

本市の総面積は 1,834ha で、田、畑、山林、原野、雑種地は減少傾向を示し、宅地は

増加傾向を示しています。［表 1-2-1］ 

 

表 1-2-1：土地利用（地目別面積）の推移 

総  数 田 畑 宅　地 池　沼 山　林 原　野 雑種地 その他

1,838.0 32.5 206.2 699.8 1.5 30.8 5.3 255.3 606.6

1,834.0 32.4 201.6 705.4 1.5 30.2 5.3 254.5 603.1

1,834.0 32.3 196.6 711.6 1.5 29.7 5.3 254.2 602.8

1,834.0 31.9 193.8 715.3 1.5 29.3 5.1 253.0 604.1

1,834.0 31.0 189.6 715.8 1.5 29.1 5.0 258.2 603.8

資注：「その他」とは、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、公衆用道路及び公園等をいう
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出典：平成 29 年度版統計あさか  
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５ 将来人口 

将来人口については、過去 10 年間、各年度の 1 月 1 日時点の人口実績値を基づきトレ

ンド法で推計し、平成 35（2023）年度は 144,394 人、平成 40（2028）年度は 149,878

人になるものとして計画します。［図 1-2-7］ 
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図 1-2-7：将来人口 

 

６ 市の成り立ち 

明治初年、市内の村々は膝折村ほか９か村からなっていましたが、明治 22（1889）年

に膝折村・溝沼村・岡村・台村・根岸村が合併して膝折村に、同じく浜崎村・宮戸村・

田島村・上内間木村・下内間木村が合併して内間木村となりました。 

昭和７（1932）年に、膝折村に東京ゴルフ倶楽部のゴルフ場が移転してきたことをき

っかけとして、当時の名誉会長であった朝香宮殿下の名前をいただいて、「朝霞」と村名

を変更し、同時に町制施行を行い、朝霞町となりました。一方、内間木村は、昭和 19（1944） 

年に志木町・宗岡村・水谷村と合併し、志紀町となりましたが、昭和 23（1948） 年に

は分離して、再び内間木村に戻りました。 

その後、昭和 30 （1955）年に朝霞町と内間木村が合併して、新しく朝霞町となり、

さらに昭和 42 （1967）年市制施行に伴い、現在に至っています。 
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７ ごみ処理事業の経緯 

本市のごみ処理事業の経緯については、以下のとおりです。［表 1-2-2］、［表 1-2-3］ 

表 1-2-2：ごみ処理事業の経緯 

年 月 事業等の内容 

昭和 36 年 9 月 
・朝霞町焼却炉竣工（固定バッチ式焼却炉〔7.5t/8h 後、5t 増設〕）、運搬トラック 2 台、 
 職員 7 名で対応 

昭和 47 年 10 月 ・朝霞市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行 

昭和 50 年 4 月 ・粗大ごみ有料収集運搬開始（予約申込み制） 

昭和 59 年 8 月 ・粗大ごみ処理施設（30t/5h）竣工、建物延面積 460.813 ㎡  総工費 217,000 千円 

昭和 61 年 4 月 ・焼却灰処理委託（茨城県北茨城市）開始 ※平成 18 年度で終了 

平成元年 4 月 
（1989 年） 

・可燃ごみ収集業務 一部地区での委託開始 
・焼却灰処理委託（埼玉県寄居町）開始 

平成元年 7 月  ・不燃物の分別容器配布開始 

平成元年 10 月 ・地域リサイクル活動推進補助金制度◇開始 

平成 3 年 8 月 
・市内公共施設に牛乳パックの回収箱を設置 
・空き缶圧縮機を集団回収団体に貸付開始 

平成 4 年 4 月 
・資源ごみ（新聞、雑紙、ダンボール、布類）の収集開始 
・カレット◇、アルミの再資源化開始 

平成 4 年 8 月 ・焼却灰処理委託（群馬県草津町）開始 

平成 4 年 10 月 ・ストーカ式焼却炉（80t/16h）建設に着工 

平成 5 年 10 月 ・焼却灰処理委託（長野県豊田村、平成 18 年度から中野市）開始 ※平成２１年度で終了 

平成 5 年 11 月 ・第 1 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 6 年 4 月 ・可燃ごみ収集業務を市内全域委託業務に移行 

平成 6 年 6 月 
・朝霞市廃棄物減量等推進審議会の設置 
・第１期朝霞市分別収集計画策定 

平成 6 年 12 月 
・朝霞市クリーンセンター80t 炉ごみ焼却処理施設竣工（40t/16h×2 炉  ストーカ炉） 
 建物延面積 3,570.82 ㎡ 総工費 4,480,500 千円 
・60t 炉ごみ焼却処理施設休止 

平成 7 年 1 月 ・80t 炉ごみ焼却処理施設稼働開始 

平成 7 年 5 月 
・紙パックと再生トイレットペーパーとの交換事業開始 
・ごみ集積所用クリーンネット◇の貸付け開始 

平成 9 年 4 月  

・あき缶資源化施設竣工（5t/5h）、建物延面積 131.36 ㎡ 総工費 33,475 千円 
・｢資源の日｣を週 1 回設け、びん、かん、ペットボトル、新聞、布類、ダンボールの７品目の 

分別収集開始 
・公共施設での乾電池回収箱設置  ・市内スーパーに、食品トレーの店頭回収の協力依頼 

平成 9 年 6 月 ・80t 炉全連化改造工事着工（60t/24h×2 炉） 

平成 9 年 10 月 ・80t 炉全連化改造工事竣工（60t/24h×2 炉)、総工事費 37,800 千円 

平成 10 年 4 月 
・透明、半透明ごみ袋の完全実施 
・電動式生ごみ処理機購入者への補助金交付開始 

平成 11 年 3 月 ・第 2 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 11 年 4 月 ・朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行 

平成 11 年６月 ・第 2 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 11 年 10 月  ・朝霞市リサイクル推進員制度の設置 

平成 12 年 7 月 ・朝霞市リサイクルプラザ（エコネットあさか◇）開所 

平成 13 年 4 月 
・プラスチック資源ごみ分別収集の開始  ・燃やせないごみ、資源ごみの祝日収集の開始 
・家電リサイクル法施行に伴い、家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫）を粗大ごみ 
 から除外 

平成 14 年 4 月 ・セメント原料化するため、焼却灰（主灰）の一部の搬出開始 

平成 14 年 6 月 ・第 3 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 14 年 11 月 ・折りたたみ分別容器配布開始 

平成 16 年 3 月  
・飛灰のセメント資源化に伴うごみ処理焼却処理施設の乾灰（飛灰）取出し設備設置工事竣工、 
 総工事費 21,420 千円  ・第 3 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 
・セメント原料化するため、焼却灰（主灰）の一部に加え、飛灰の一部を搬出開始 

平成 16 年 10 月 ・資源有効利用促進法に基づき家庭系パソコンを粗大ごみ及び不燃ごみから除外 
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表 1-2-3：ごみ処理事業の経緯 

年 月 事業等の内容 

平成 17 年 6 月 
・資源物の横取り防止の規定を条例で定める 
・第 4 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 17 年 7 月 ・容器包装プラスチックリサイクル処理問題について調査委員会を設置 

平成 17 年 10 月 ・「資源ごみ」「もやせないごみ」「粗大ごみ」の収集業者を変更 

平成 18 年 4 月 
・クリーンセンターの搬入時間拡大（生活系ごみ 第 2、4 土曜日→毎週土曜日） 
・「粗大ごみ」の取り扱いが一部変更 

平成 18 年 9 月 ・紙パックと再生トイレットペーパーとの交換事業廃止 

平成 18 年 10 月 
・紙パック集積所収集を開始 
・クリーンセンターの搬入拡大（毎週土曜日生活系ごみ→毎週土曜日生活系ごみと事業ごみ） 

平成 19 年 3 月 ・紙パック、乾電池の拠点回収◇を終了 

平成 19 年 6 月 ・第 5 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 19 年 7 月 ・生活系ごみ訪問収集事業を実施 

平成 19 年 11 月 

・「資源とゴミの分け方、出し方」のパンフレットを全戸配布（全面改正） 
・粗大ごみシール制度開始＋料金体系改正（12 月 1 日収集分より） 
・雑紙について透明のビニール袋または紙袋に入れても収集可能に変更 
・ペットボトルについて、ラベルまで取ることに変更 
・ビデオテープ、カセットテープは施設に悪影響があるため不燃ごみで排出するよう変更 

平成 20 年 4 月 ・セメント原料化するため固化灰（ばいじん）の一部の搬出開始 
平成 20 年 11 月 ・布団有価売り払い開始 
平成 21 年 2 月 ・携帯電話有価売却開始 

平成 21 年 3 月 ・第４次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 21 年 4 月 

・ペットボトルの容リ協へ引き取り依頼開始  ・硬質プラスチック有価売り払い開始 
・プラスチック類処理施設稼働開始  ・新たな焼却灰処理委託（山形県米沢市）開始 
・粗大ごみ処理施設から出たビデオテープ等のプラスチック類を搬出開始 
・プラスチック類処理施設から出た汚れたプラスチック類等を搬出開始 

平成 21 年 8 月 ・発泡スチロール売り払い開始 

平成 21 年 9 月 
・不燃物の搬出契約開始 
・プラスチック類処理施設から出た汚れたペットボトルを有価売り払い開始 

平成 22 年 3 月 
・朝霞市一般廃棄物処理業務に係る専門委員会の廃止 
・リサイクル推進員制度の廃止 
・電動式生ごみ処理機の貸出終了（メーカー耐用年数が過ぎたため） 

平成 22 年 4 月 

・市内全域の粗大ごみ収集委託業務を 1 社に委託開始 
・ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、あき缶資源化施設、プラスチック類処理施設の運転 
 管理委託業務を長期継続契約に変更（契約期間 3 年間） 
・焼却炉の延命化工事を開始（5 か年計画） 
・事業ごみの搬入品目見直し（金属、廃プラスチック等） 

平成 22 年 6 月 ・第 6 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 22 年 6 月 ・ごみ集積所監視パトロール業務委託開始（リサイクル推進員制度を見直して開始した業務） 

平成 22 年 10 月 ・ごみのパンフレット全戸配布（表紙の３Ｒ啓発強調） 

平成 23 年 2 月 ・新計量システム導入（従前の台貫に加えて、焼却灰積み込み場前にも台貫を設置） 

平成 23 年 3 月 
・生ごみ処理機器機購入費補助金におけるコンポスト、ＥＭぼかしに対する補助が終了 
 （電動生ごみ処理機に対する補助はそのまま継続） 

平成 23 年 4 月 
・スプレー缶処理委託開始 
・発泡スチロール有償引取 

平成 23 年 10 月 ・ごみのパンフレット改定版作成 

平成 25 年 6 月 ・第 7 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 25 年 11 月 ・小型家電リサイクル制度運用開始 

平成 26 年３月 ・第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成２６年１０月 ・小型家電リサイクル拠点回収開始 

平成２7 年 4 月 ・新たな焼却灰処理委託（宮城県栗原市、栃木県日光市）開始 

平成２８年４月 ・布団、発砲スチロール有価売却終了 

平成２８年６月 ・第８期朝霞市分別収集計画策定 

平成２９年５月 ・ごみ焼却処理施設事業延期（３年程度） 

平成２９年 8 月 ・都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト参加 

平成３０年１月 ・資源とごみの分け方出し方のパンフレット全戸配布 

平成３０年 6 月 ・ごみ処理施設建設広域化協議開始 

平成３０年８月 ・朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書の締結 

 

 


